
2
0
 
 
名

探
偵

こ
の

カ
ー

ド
を

出
し

た
人

以
外

で
、

[
闇

の
組

織
]
が

手
札

に
あ

る
場

合
は

名
乗

り
で

な
く

て
は

な
ら

な
い

。
ま

た
、

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

指
名

さ
れ

た
人

が
、

[
犯

人
]
を

手
札

に
持

っ
て

い
れ

ば
、

勝
利

す
る

。
(
失

敗
時

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

は
無

い
)

役
職

カ
ー

ド

2
5
 
 
警

部

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

自
分

の
み

そ
の

手
札

を
見

る
こ

と
が

で
き

る
。

指
名

さ
れ

た
人

が
、

[
犯

人
]
を

手
札

に
持

っ
て

い
れ

ば
、

勝
利

す
る

。
(
失

敗
時

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

は
無

い
)

役
職

カ
ー

ド

7
 
身

辺
調

査

自
分

を
除

く
一

人
を

指
名

し
、

指
名

し
た

人
の

手
札

を
１

枚
だ

け
公

開
す

る
。

(
裏

返
し

た
カ

ー
ド

の
１

枚
を

選
び

、
全

員
が

見
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
)

1
5
 
強

制
捜

査

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

指
名

さ
れ

た
人

が
、

[
犯

人
]
を

手
札

に
持

っ
て

い
れ

ば
、

勝
利

す
る

。
(
失

敗
時

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

は
無

い
)

役
職

カ
ー

ド

7
 
身

辺
調

査

自
分

を
除

く
一

人
を

指
名

し
、

指
名

し
た

人
の

手
札

を
１

枚
だ

け
公

開
す

る
。

(
裏

返
し

た
カ

ー
ド

の
１

枚
を

選
び

、
全

員
が

見
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
)

6
 
聞

き
込

み

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

手
札

に
役

職
カ

ー
ド

が
あ

る
か

を
質

問
す

る
。

(
手

札
に

役
職

カ
ー

ド
が

あ
る

場
合

は
、

「
あ

り
」

と
答

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

役
職

カ
ー

ド
の

種
類

・
枚

数
は

答
え

な
く

て
よ

い
)

6
 
聞

き
込

み

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

手
札

に
役

職
カ

ー
ド

が
あ

る
か

を
質

問
す

る
。

(
手

札
に

役
職

カ
ー

ド
が

あ
る

場
合

は
、

「
あ

り
」

と
答

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

役
職

カ
ー

ド
の

種
類

・
枚

数
は

答
え

な
く

て
よ

い
)

6
 
聞

き
込

み

自
分

を
除

く
１

人
を

指
名

し
、

手
札

に
役

職
カ

ー
ド

が
あ

る
か

を
質

問
す

る
。

(
手

札
に

役
職

カ
ー

ド
が

あ
る

場
合

は
、

「
あ

り
」

と
答

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

役
職

カ
ー

ド
の

種
類

・
枚

数
は

答
え

な
く

て
よ

い
)


